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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
タ
イ
王
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条

第
一
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
タ
イ
と
の
間
に
お
い
て
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
の
自
由
化
及
び
円
滑
化
を
進
め
、
投
資
の

機
会
を
増
大
さ
せ
、
知
的
財
産
の
保
護
を
確
保
し
、
そ
の
他
幅
広
い
分
野
で
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
両
国

間
の
経
済
上
の
連
携
の
た
め
の
法
的
枠
組
み
を
設
け
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
七
年
（
平
成
十
九
年
）
四
月
三
日
に
東
京
に
お

い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
と
ス
ラ
ユ
ッ
ト
首
相
と
の
間
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
百
七
十
三
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
体
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
っ
て
い
る
ほ

か
、
こ
の
協
定
に
関
連
し
、
実
施
取
極
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
各
締
約
国
は
、
附
属
書
一
の
自
国
の
表
に
お
い
て
指
定
し
た
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
当
該
表
に
定
め
る
条

件
に
従
っ
て
、
関
税
を
撤
廃
し
、
又
は
引
き
下
げ
る
。

な
お
、
両
締
約
国
が
実
施
す
る
関
税
の
撤
廃
及
び
引
下
げ
等
の
主
要
品
目
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

我
が
国
に
よ
る
関
税
撤
廃
等
の
主
要
品
目
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イ

熱
帯
果
実

マ
ン
ゴ
ー
、
マ
ン
ゴ
ス
チ
ン
、
ド
リ
ア
ン
等
に
つ
い
て
協
定
発
効
後
関
税
を
即
時
撤
廃

ロ

え
び
、
え
び
調
製
品

協
定
発
効
後
関
税
を
即
時
撤
廃

ハ

鶏
肉
（
骨
な
し

、
鶏
肉
調
製
品

）

（

）

、

鶏
肉

骨
な
し

は
協
定
発
効
後
五
年
で
十
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
関
税
を
引
き
下
げ

鶏
肉
調
製
品
は
五
年
で
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
関
税
を
引
き
下
げ
る
。

２

タ
イ
に
よ
る
関
税
撤
廃
等
の
主
要
品
目

イ

鉄
鋼

す
べ
て
の
関
税
を
協
定
発
効
後
十
年
以
内
に
撤
廃
。
こ
の
う
ち
全
輸
出
額
の
約
半
分
は
即
時
撤
廃
（
無
税
枠
を
含

む

）
。

ロ

自
動
車

三
千
Ｃ
Ｃ
超
は
協
定
発
効
後
四
年
で
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
関
税
を
引
き
下
げ
、
三
千
Ｃ
Ｃ
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以
下
に
つ
い
て
は
再
協
議
す
る
。

ハ

自
動
車
部
品

原
則
と
し
て
協
定
発
効
後
五
年
後
に
関
税
を
撤
廃
（
一
部
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
品
目
は
七
年
後
に
関
税
を
撤
廃
）

二
、
原
産
地
規
則
、
原
産
地
証
明
書
及
び
税
関
手
続
並
び
に
原
産
品
に
対
し
て
両
締
約
国
間
に
お
い
て
の
み
と
ら
れ
る
二
国
間

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
た
め
の
規
則
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

三
、
各
締
約
国
は
、
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
自
国
の
制
度
に
他
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
参
加
す
る
こ

と
を
認
め
、
自
国
の
登
録
当
局
等
に
よ
る
登
録
等
を
受
け
た
他
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価

手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。

、

、

、

。

四

各
締
約
国
は

他
方
の
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し

内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る

五
、
各
締
約
国
は
、
投
資
活
動
に
関
し
、
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
対
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国

待
遇
を
与
え
る
。

六
、
各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
、
企
業
内
転
勤
者
、
投
資
家
、
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る

者
、
公
私
の
機
関
と
の
間
の
個
人
的
な
契
約
に
基
づ
い
て
高
度
の
水
準
の
技
術
等
を
必
要
と
す
る
業
務
活
動
に
従
事
す
る
者
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及
び
指
導
員
に
つ
い
て
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
約
束
す
る
。

七
、
両
締
約
国
は
、
知
的
財
産
の
十
分
に
し
て
効
果
的
か
つ
無
差
別
的
な
保
護
を
与
え
る
と
と
も
に
、
貿
易
関
連
知
的
所
有
権

協
定
等
の
国
際
協
定
の
規
定
に
定
め
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
約
束
を
再
確
認
す
る
。

八
、
各
締
約
国
は
、
自
国
に
お
い
て
反
競
争
的
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
促
進
す
る
。

九
、
両
締
約
国
は
、
農
業
、
林
業
及
び
漁
業
、
教
育
及
び
人
材
養
成
、
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の
向
上
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
通
信

、

、

、

、

、

。

技
術

科
学
技
術

エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
環
境

中
小
企
業

観
光

貿
易
及
び
投
資
の
促
進
等
の
分
野
に
お
い
て
協
力
す
る

十
、
こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
両
締
約
国
間
の
紛
争
の
解
決
手
続
に
関
し
、
仲
裁
裁
判
所
の
設
置
及
び
任
務
、
仲

裁
裁
判
手
続
、
仲
裁
裁
判
所
の
裁
定
の
実
施
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

十
一
、
両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
及
び
運
用
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
見
直
し
を
協
定
の
効
力
発
生
後
十
年
目
の
年
に
行

う
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
十
年
ご
と
に
行
う
。

十
二
、
こ
の
協
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
が
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
告
す
る

外
交
上
の
公
文
を
両
締
約
国
政
府
が
交
換
す
る
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


